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【限度時間を超える場合の36協定届の記載例】

厚生労働省 HP より

事業場ごとに結ぶ36協定に定める事項とポイント
❶残業の理由
　具体的に

❷対象業務
　細かく区分して

❸残業する人数（対象者）
　18歳未満は原則不可

❺協定の有効期間
　労使合意により１か月~1年程度

❻休日労働
　理由、対象業務、人数、上限日数、
　時間帯を記載

要注意！残業の賃金割増率
①時間外…25％以上UP
②休日…35％以上UP
③深夜（22時 ~翌5時まで）…25％以上UP
※残業が深夜に及ぶ場合…①＋③＝50％以上UP

新ルール

新ルール❹残業の上限時間（1日、1か月、1年）
労使合意で設定。法律の範囲内
で必要最小限に

（1）通常の残業
時間外のみで月45時間、年360時間
まで

（2）通常予見できない業務量の増加で臨時
的に（1）を超える残業
特別条項を締結、年6か月まで。時間
外で年720時間。時間外・休日労働あ
わせて月100時間未満。2~6か月各平
均80時間まで
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36 協定を結ぶ従業員の代表は？

残業を必要最小限にするのは労使の責務（36指針）。
だが、長時間残業の協定を望む経営者は多い。

「残業代ゼロで働かせ放題」の制度を望む経営者も。

「過半数代表者」には、会社の意向をふまえた人が
立候補することが多い。

労働者の立場で代表に立候補しひとり会社と対峙する
それは、困難では？

やはり、 労働組合がなくちゃ！

36 協定を結ぶ従業員の代表は？
36協定を結ぶ「事業場の従業員代表」は……

①
「過半数労働組合」
事業場の従業員の過半数が
加入する労働組合

②
「事業場の労働者の
過半数を代表する者」

「過半数代表者」は「36協定のための代表を選ぶ」という目的を明らかにし、
職場で投票や挙手等で選ぶ。
社長が決めた人、社員会代表とかはダメ（違法）

もしくは
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36協定の活用を

使用者は36協定を締結しなければ残業させることはできず、
労働者側（過半数労働組合・代表）には36協定を締結する義務はない。

この点、労働組合が異議をとなえても、一定の要件が整えば不利益変更が合理的とみ
なされる 「就業規則（の変更）」とは異なる。
36指針には「罰則がない」と軽視する使用者もいるが、 労働者側は36指針も使って法
の趣旨を説き、優位な交渉を行うことができる。 
36協定の締結を「交渉カード」とし、残業はできるだけ短く、残業を減らしても困ら
ない賃上げを勝ち取り、インターバルや深夜業回数規制など生活時間と健康確保のた
めの制度を確立させよう。
要求実現にむけて36協定を積極的に活用しよう 。

 36協定の活用を！

ない方が望ましい残業（36協定）。
それを活用するには？
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まじめな労働者ほど陥りがちな

自己責任論では、職場はよくならない。 
無理をして仕事をこなせば、「それでできる」ことになってしまう。「今の
態勢では業務はまわらない」ことをハッキリ示し、使用者に具体的な対策
を迫ること。
長時間労働問題の責任はだれにある？業務量過多や人手不足で仕事が所定
時間内に終わらないのは、労働者のせいではない。

使用者は、年休取得や諸権利の行使、経験不足の新人が熟練労働者のよう
にすばやく仕事がこなせないこと等を見込んで、必要な人員の確保と配置
をすること。 それがマネージメント。
着替え、情報収集、準備、後片付け。すべて所定労働時間におさめるべき。 

業務の在り方を使用者が改善すること。

始業 終業 勤務
終了

始業

「勤務間インターバル」制度とは？
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）
を確保する仕組みです。この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分
な生活時間や睡眠時間を確保します。

【例：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合】

残業 休息時間（11時間）

休息時間（11時間）残業

8時 17時 21時 23時 8時 10時

始業 終業 勤務
終了

始業
始業時間を
後ろ倒しに

※「8 時〜 10 時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。
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36 協定の有効活用事例
会社は業務管理を適切にせず、労働者まかせで長時間労働が蔓延していた。状況改善の

ため、労働組合は3か月間、36協定締結を拒否。使用者側は折れて、業務改善を約束。

残業が削減された。これにより会社全体の業績もアップした。

時間外が月平均60時間あり、心身をこわして辞める人もいる状況だったが、会社は「仕

事が多いのだからしかたない」との対応。このままでは会社もダメになると決意し、産業

別労働組合に加盟して交渉を強化。36協定の有効期間を１か月にし、残業をやむをえな

いときに限定。上限も引き下げた。４時間以上の残業が発生した場合は会社が労組に報

告し、執行部が確認印をおし、誰が連続して長時間残業をしているか点検することにした。

残業は減り、それにつれて組合活動に参加する組合員が増え、春闘も活発になった。

大学側は無期転換権の発生する非正規雇用の職員の雇止めをしようとした。そこで労働

組合は、年末に３６協定の締結拒否を通告。入試監督官の手配ができない状況に追い込

むなどして、大学側の譲歩を導き出し、全員の無期転換を実現した。

製造業

製造業

大学

ただし……

36協定を交渉戦術に使うには、 
スト権行使と同様、 職場の理解が必須 ！

学習で情勢を共有。意思統一を。

また、業界の構造的問題ゆえに個別労使では解決できないことも。働き方
の改善のための対政府交渉や世論への訴えかけには使用者も協力すべき。 
それを促す運動も必要。
いずれにしても、使用者の譲歩を勝ち取るには、説得力ある切実な主張に
加え、 交渉力をもつこと（36協定の活用とストライキ）

※ストライキ権を背景としない労使交渉は経営者に対する集団的物乞いに
すぎない」 1980 年、 84年ドイツ連邦労働裁判所判決
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新しい年次有給休暇制度

4月1日より、
年10日以上の年次有給休暇を付与された労働者
（管理監督者や有期雇用労働者含む）に対し、

基準日から1年の間に5日の年休を取得させなければ
ならない義務が使用者に課せられる。

今年の4月から
年次有給休暇のルールも

変わる

新ルールとは？
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年次有給休暇制度

●有給は、 労働者が請求する時季に与えること。
●時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ。

そこに、新ルール追加

●使用者は、 5日分については、 労働者ごとに年次有給休暇の時季を定
めることにより与えなければらい。

●労働者が休暇取得した場合はその日数分は「時期を定めることによ
り与えることをを要しない」 

●時季指定に当たっては労働者の意見を聴かなければならず、意見を
尊重するよう努めなければらい。

●年次有給休暇管理簿を作成 、3年間保存（労基法施行規則第24条の5 ～ 7）

【ルールの確認】

労働基準法 第39 条
原則となる付与日数
●使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続
勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤し
た場合には、原則として10日の年次有給休暇を与え
なければなりません。
※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

継続勤務年数

付与日数

6か月

10日

1年
6か月
 11日

2年
6か月
 12日

3年
6か月
 14日

4年
6か月
 16日

5年
6か月
 18日

6年
6か月以上

 20日

24 25



不利益変更に注意！

●不本意な時季指定、業務都合による一斉取得、夏季休暇等特別休暇
の年休への置換えは制度の趣旨に反する。

Q 法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、
その取得日数を5日から控除することはできますか。

法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇（たとえば、労働基準法第115条の時効が
経過した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続
き取得可能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与
されるものを除く。以下同じ）を取得した日数分については、控除することはできません。
なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、
法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意することなく就業規則を変更す
ることにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益
と認められる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があり
ます。

A

年次有給休暇制度と罰則
労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

違反条項

労働基準法
第39条第7項

労働基準法第89条

労働基準法第39条
（第7項を除く）

違反内容

年5日の年次有給休暇を取得させな
かった場合（※）

使用者による時季指定を行う場合にお
いて、就業規則に記載していない場合
　
労働者の請求する時季に所定の年次有
給休暇を与えなかった場合（※）

罰則規定

労働基準法
第120条

労働基準法
第120条

労働基準法
第119条

罰則内容

30万円以下の罰金

30万円以下の罰金

6か月以下の懲役また
は30万円以下の罰金

※罰則による違反は、対象となる労働者 1 人につき 1 罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図ってい
ただくこととしています。

2019 4/4（木）

2019 9/2（月）

2019/4/4

18日
年
次
有
給
休
暇
取
得
日
数

基準日

取得日数

年次有給休暇を
取得した日付

2019 5/7（火）

2019 10/9（水）

2019 6/3（月）

2019 11/5（火）

2019 7/1（月）

2019 12/6（金）

2019 8/1（月）

2020 1/14（火）

2019 5/7（火）

2020 2/10（月）

2019 8/13（火）

2020 3/19（木）

2019 8/14（水）

2020 3/20（金）

2019 8/15（木） 2019 8/16（金）

基準日（補足）基準日が2つ存在する場合には、基準日を2つ記載する必要があります。

（補足）基準日から1年以内の期間における年休取得日数（基準日
が2つ存在する場合には1つ目の基準日から2つ目の基準日の1年
後までの期間における年休取得日数）を記載する必要があります。

日数

時季 年次有給休暇を取得した日付
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Q パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年
次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以
上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。

対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与さ
れる法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。

A

Q 今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、
使用者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。

ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましく
ないものです。

A

●「時間単位年休」は取得義務5日分から控除できない。
●繰り越し分は「10日要件」の対象外

Q 使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありま
せんか。また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使
用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。

時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望
があった場合には、半日（0.5日）単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日とし
て、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。（なお、
時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自
ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません）

A
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グローバル競争の相手、
ＥＵ諸国では厳しい労働時間規制。
なぜ、日本でできないの？

【日本と EUの働き方の違い】

特別条項付き36協定を結べば、
時間外労働は制限なし

法規制なし

非正規社員は
正社員の6割程度

時間外労働も含めて
週48時間まで

最低で連続11時間の
インターバルが義務

「均等待遇」で法規制。
非正規社員は正社員の8割程度

仏30日（うち12日は連続付与義務）、
独24日、英・伊28。取得率100％ 

労働時間
の上限

翌日の出勤
までの休息

賃金格差

年次有給休暇

日本 EU

本人指定による取得がベスト。取得向上を労使合意し、働きかけを（ゴールデン
ウィーク、夏季休暇、年末始に土日をつなげた連続休暇取得を奨励、個人の記念日
休暇など）。 

使用者に対し、 年休取得の月別実績、時季指定を行いそうなケース・職場と理由、
時季指定した場合の理由の開示を求める。労使合意で年休取得を進めるようにする。
時季指定する場合のルールの協約化をはかる（1年間の終了3か月にとどめる等。
厚労省は後半の半年を例示）

5日未取得者がいる場合、働き方の実態をつかみ業務の改善を労使交渉で実現する。
それでも取得未達がでる場合は、計画取得も（就業規則＋労使協定）。

新ルールへの労組の対策

1
2
3
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●大幅賃上げ
●最低賃金引上げ 1500 円、全国一律最賃制の制度化
●非正規労働者の均等待遇・社員化、同一価値労働同一賃金
●医療、住宅、教育費を公的に負担（フランス方式）

８時間の労働で暮らせる賃金・労働条件の整備

でも、「残業代が無くなったら暮らせない」っていう人も多いよ。
非正規の友達は、「ダブルワークしないと一人分の給料になら
ない」って言うし。

だからこそ、これが重要！

私たちの願うのは
8時間働けば普通に暮らせる社会

仕事と家庭が無理せず両立できる働き方

●残業の上限規制  週15時間／月45時間／年360時間 まで
　36協定の特別条項は廃止
●24時間について11時間以上の勤務間インターバル
●夜勤交替制労働の規制強化を
●高度プロは廃止！ 裁量労働制拡大は中止！規制強化を
●すべてのハラスメントの禁止を

そのために必要なのは

WORK LIFE
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全労連HP
http://www.zenroren.gr.jp/jp/

全労連facebook
https://www.facebook.com/zenroren/

全労連ツイッター
https://twitter.com/zenroren




